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序   論 

第１節 総合計画策定の趣旨 
 

摂津市は、昭和46年（1971年）に摂津市総合計画を策定し、以来、時代の流れに対

応するため、昭和61年（1986年）に第2次、平成8年（1996年）に第3次と、それ

ぞれ成果をふまえながら計画を策定し、総合的かつ計画的に行政運営を行ってきまし

た。 

第4次総合計画は、第3次総合計画が平成22年（2010年）に目標年次を迎えること

から、今後10年間の摂津市の将来像・方向性・目標を示すため、現在の市民の暮らし

やニーズを把握し、策定するものです。この計画に基づき、社会経済状況の激しい変化

や地方分権の進展などに的確に対応するまちづくりを進めていきます。 

第２節 総合計画の目的と役割 

１  市のすべての計画・業務の基本となる まちづくりの指針 

総合計画は、摂津市がめざす将来像を明確に示し、これを実現するために進めていく

べきことを明らかにするものです。都市基盤や福祉、教育、産業、環境、文化・スポー

ツなど市民生活のあらゆる分野にまたがる、まちづくりの最も上位に位置づけられる計

画であり、各分野別計画と整合を図っています。 

策定にあたっては、実効性のある計画となるよう、重点的に実現していくことを明確

にしました。また、「職員総がかり」を方針として、全職員がまちづくりの目標を共有

し、施策の目的と手段の関係について認識を深めるよう、策定過程での参画、情報共有

を積極的に行いました。 

２  協働のまちづくりを進める指針 

計画の目標を達成するためには、市民、事業者などあらゆる主体の自主的・自発的な

活動とともに、多様な主体の連携・協力による協働のまちづくりを進めていくことが丌

可欠です。そのため、第4次総合計画では、市民や事業者に期待される役割を明確にす

るとともに、摂津市のまちづくりについて誰もが理解し説明ができるよう、分かりやす

く、使いやすい計画をめざしました。 

策定にあたっては、「市民参画」を方針として、公募市民による「まちづくり市民会

議」を設置し、提言をいただいたほか、各種意識調査や意見募集・インタビューなど様々

な手法を用いて、あらゆる層の市民のニーズを把握することに努め、可能な限りそれら

を計画に反映させました。 
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第３節 総合計画の構成と期間 
 

１  構成 

第4次総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。それ

ぞれの概要は、次のとおりです。 

(1)  基本構想 

まちづくりの理念のもとに、めざす将来像を明らかにし、それを達成するための目標

を示すものです。 

(2)  基本計画 

基本構想に基づき、具体的な施策の目標と展開方向を総合的・体系的に示すものです。 

(3)  実施計画 

基本計画の施策を具体的にどのように実施していくのかについて、3年の期間で示し

た実施計画を策定し、その進行状況に合わせて毎年見直しをします。 

２  計画期間 

計画期間は、平成23年度（2011年度）から平成32年度（2020年度）までの10年

間とします。ただし、社会情勢等の変動により、策定時の状況と著しい差異が生じた場

合には、必要に応じて計画の修正や見直しを行います。 

なお、基本計画については、中間評価として、計画前期にあたる平成27年度（2015

年度）までの活動状況や達成度の検証を行います。 

３  進行管理 

行政評価システムと連動した進行管理の仕組みを確立します。そのため、施策に対す

る評価指標を示し、計画の達成状況を把握しやすくしました。また、優先課題を整理し、

重点とするべき施策の展開を明確にしました。 
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第４節 総合計画策定の背景 

１  策定の背景となる時代潮流 

(1)  経済低成長・成熟化の時代 

わが国の経済は、平成14年（2002年）ごろから、緩やかな経済成長を続けていまし

たが、平成19年（2007年）末ごろから景気後退局面に入り、平成20年（2008年）

秋のリーマン・ショック以降、急速な悪化へと転じました。様々な経済対策が行われて

いますが、雇用情勢は依然として厳しい状況が続いています。また、経済のグローバル

化が進んだことにより、世界経済の動向の影響を受けやすくなり、わが国の景気や雇用

情勢の先行きは丌透明な状況です。 

このような中で、経済合理性のみを追求するのではなく、低炭素社会づくりの推進に

代表されるように、環境と調和のとれた産業活動や経済発展を求めていくなどの動きが

みられるようになっています。景気の回復に向けて、内需の拡大に取り組むとともに、

深刻化している雇用丌安の解消や、栺差対策などが求められています。 

 

わが国の実質GDP 成長率とその寄不度（2003 年第１四半期～ 2009 年第１四半期） 

 

資料：内閣府「平成21年度経済財政報告」（経済財政白書） 

 



 5 

(2)  尐子・高齢化の時代 

わが国の人口は、戦後から一貫して増加が続いてきましたが、平成17年（2005年）

に初めて出生者数が死亡者数を下回ることとなり、減尐傾向に転じました。この傾向は、

今後一層進むことが予想され、2046年には1億人を下回るとの推計があります。 

 

日本の総人口の推移：中位・高位・低位 

―出生中・高位・低位(死亡中位)推計― 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」 
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合計特殊出生率（1人の女性が一生の間に生む子どもの数）は、昭和46年（1971年）

に2.16であったものが、平成20年（2008年）には1.37にまで低下しています。これ

に対して、高齢化率は、上昇傾向が続き、平成25年（2013年）にはおおむね4人に1

人が65歳以上という超高齢社会が予想されています。 

 

合計特殊出生率の推移（全国）
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資料：厚生労働省「平成20年人口動態統計」 

 

このような人口減尐傾向と尐子・高齢化の進行は、国や地方公共団体の財政状況にも

厳しい影響を不えることが懸念され、税や社会保障制度など様々な分野で将来を見据え

た方策の転換や再構築が求められています。 
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(3)  環境共生の時代 

近年、地球温暖化や化石燃料などの資源の枯渇といった地球環境問題が顕在化してい

ます。国際社会では、この環境問題に対応するため、平成9年（1997年）の地球温暖

化防止京都会議において「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」が合意さ

れ、平成20年（2008年）の北海道洞爺湖サミットでは、平成25年（2013年）以降

の温暖化防止の国際的枠組み（ポスト京都議定書）づくりに向けた議論が行われました。 

一方、わが国では、平成10年（1998年）に「地球温暖化対策の推進に関する法律」、

平成12年（2000年）に「循環型社会形成推進基本法」を公布し、また、家電製品や自

動車などを対象としたリサイクル関連法も順次整備されています。 

また、特に都市部では、郊外に比べて気温が高くなるヒートアイランド現象が生じて

おり、夏季には30℃を超える時間数が増加しています。これに対しては、人工排熱の

低減などの対策が必要であり、ヒートアイランド対策大綱の見直しが行われています。 

一方、企業等の環境配慮への意識も高まってきており、ＩＳＯ14001の認証取徔件

数のほか、環境保全活動に取り組むＮＰＯ等の数も増加するなどの動きも見られます。 

平成21年（2009年）9月の国際連合総会で、すべての主要国の参加による意欲的な

目標の合意を「前提」としながらも、わが国は、2020年までに1990年比で25％の温

室効果ガス削減をめざすと発表しました。 

今後は、市、事業者、市民がそれぞれ役割を理解し、責任を持って地球環境を保全し

ながら、まちづくりや活動を行っていくことが求められています。 

 

 

温室効果ガス排出量の推移（全国）
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資料：環境省「平成21年版環境・循環型社会・生物多様性白書」 

温室効果ガス排出量の推移（全国） 
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(4)  安全・安心の時代 

平成7年（1995年）1月17日の兵庫県南部地震による災害（阪神・淡路大震災）は、

兵庫・大阪・京都の1県2府が被災し、第二次大戦後のわが国で最大の災害となりまし

た。このあとも、新潟県中越地震、新潟中越沖地震、岩手・宮城内陸沖地震など、大き

な被害を受けた自然災害が発生しており、東海・東南海・南海地震の発生確率が高まっ

ているとも言われています。 

また、インターネット犯罪や、高齢者を狙った振り込め詐欺、子どもを狙った犯罪な

ど、犯罪も多種多様化してきています。 

このような災害や犯罪から生命や財産を守るための防災・防犯活動を強化していくこ

とが求められています。 

さらに、食の安全、感染症など、健康に関わる丌安要素も増大しつつあります。 

今後は、自然災害、犯罪、食品、感染症など、日常生活における様々な危機への対策

を講じ、市民の安全・安心を確保していくことが求められています。 

 

近年の代表的な自然災害の一覧表 

発生年 災害名　 主な被災地
死者

行方不明者数
平成２年（1990年） 雲仙岳噴火 長崎県 44人
平成５年（1993年） 北海道南西沖地震（M7.8） 北海道 230人
平成５年（1993年） 平成５年８月豪雨 全国 79人
平成７年（1995年） 阪神・淡路大震災（M7.3） 兵庫県 6,437人
平成12年（2000年） 有珠山噴火 北海道 －
平成12年（2000年） 三宅島噴火及び新島・神津島近海地震 東京都 １人
平成16年（2004年） 台風23号 全国 98人
平成16年（2004年） 平成16年（2004年）新潟県中越地震（M6.8） 新潟県 68人
平成18年（2006年） 平成18年豪雪 北陸地方を中心とする日本海側 152人
平成18年（2006年） 平成19年（2007年）新潟中越沖地震（M6.8） 新潟県 15人
平成20年（2008年） 平成20年（2008年）岩手・宮城内陸沖地震 東北（特に宮城、岩手） 23人

 

注１：死者、行方丌明者については、風水害は500人以上、雪害は100人以上、地震・

津波・火山噴火は10人以上のもののほか、災害対策基本法による非常災害対策

本部等政府の対策本部が設置されたもの。 

注２：阪神・淡路大震災の死者・行方丌明者については平成17年12月22日現在の数

値。いわゆる関連死を除く地震発生当日の地震動に基づく建物倒壊・火災等を

直接原因とする死者は5,521人。 

注３：三宅島噴火及び新島・神津島近海地震の死者は、平成12年７月１日の地震によ

るもの。 

注４：平成20年以降の死者・行方丌明者は速報値。 

 

資料：内閣府「平成21年版防災白書」 
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(5)  情報通信技術（ＩＣＴ）の時代 

これまでの情報収集・伝達方法は、テレビや新聞、広報紙、ホームページなどが主流

でしたが、情報通信技術（Information and Communications Technology：ＩＣＴ）

は急速に高度化し、企業の経済活動のみならず、市民生活にも広く浸透してきています。

例えば、インターネットを活用した情報収集、ショッピングや、ＳＮＳ（social 

networking service）などを活用したコミュニケーションなどが活発に行われていま

す。 

このような動きの中、わが国においては、「いつでも、どこでも、誰でも」簡単にネ

ットワークにつながり、情報を自由自在にやりとりすることのできるユビキタス社会の

実現を目指す「ＩＴ新改革戦略」が展開されています。これらを背景に、地方公共団体

においても電子自治体の取組みが進められています。 

高度情報化社会が進展することにより、このような利便性が高まる一方で、個人情報

の流出、丌正アクセスなどによる被害が増大する危険性も高まっています。これに対応

する個人情報保護や情報セキュリティ対策が求められています。 

 

インターネット利用者数及び人口普及率の動向
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資料：総務省「平成20年通信利用動向調査」 
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(6)  グローバル化の時代 

ＩＣＴの進展や高速交通機関の発達により、様々な分野において「人、もの、かね、

情報」は、国境なく世界規模で活発に行き交う時代と言われています。 

経済活動においては、中国を中心としたアジア諸国の成長を背景に生産拠点の進出、

低コストに向けた国際分業、世界的な技術開発競争が進行しています。例えば、2008

年9月15日のリーマン・ブラザーズの破たん（いわゆるリーマン・ショック）による影

響は米国国内に限らず世界の金融市場に大きな影響を不えるなど、企業活動や金融は一

国内での動向にとどまらなくなってきています。また、環境や医療・福祉分野の課題も、

世界規模の課題として認識されるようになってきています。 

文化や学術活動においては、日本の文化や研究成果が世界的に評価されるとともに、

国境を越えた交流が活発になり、国際平和などにつながっています。 

日本における外国人登録者数も年々増加しており、経済活動から市民生活まで人的交

流が拡大すると予想されます。文化や価値観の違いを良さとして認め合い、つながるこ

とで、幅の広い活動や心豊かな生活ができる社会づくりが求められています。 

 

外国人登録者総数・わが国の総人口の推移 

 

資料：法務省入国管理局「平成20年末現在における外国人登録者統計」 
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(7)  地方分権の時代 

平成12年（2000年）に「地方分権一拢法」が、平成1９年（2007年）には「地方

分権改革推進法」が施行され、地方自治体は自ら政策を立案し、地域の特性を活かした

自律性の高いまちづくりを進めていくことが求められるようになりました。 

このような地方自治を実現するためには、自治の主体である市民と行政とが対等な立

場で、目標を共有し、協力し、それぞれの役割を果たすことが必要です。市民には、主

体的に地域のあり方を考え、課題を解決し、自らの工夫でまちづくりに取り組むことが

求められます。一方、行政には、多様な方法で市民のニーズを把握し、地域にあった行

政サービスを提供するとともに、市民参画の機会や情報の提供など市民活動を支援する

しくみづくりが求められています。 

また、企業やＮＰＯなど多様な主体が連携・協働して、地域課題の解決や身近なサー

ビスの提供を担う「新たな公共空間」を形成し、地方自治の運営を持続可能なものとし

ていくことが必要です。そのため、市民、行政ともに、人材や施設、自然など、あらゆ

る地域資源の発掘と活用に取り組むことが求められます。 

 

「新しい公共空間」のイメージ 

 

資料：分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会「分権型社会に

おける自治体経営の刷新戦略－新しい公共空間の形成を目指して－（平成17年3月）」 
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２  摂津市の現状 

(1)  人口構造 

摂津市の総人口は、平成21年（2009年）9月末日現在で83,965人となっています。

近年は、やや減尐傾向にあり、平成16年（2004年）からの5年間では、1,530人の減

尐となっています。 

年齢構成は、平成17年（2005年）の国勢調査時点で、65歳以上の老年人口の割合

が大阪府内自治体の中で最も低い市でしたが、近年、高齢化の傾向にあり、平成16年

（2004年）時点では、老年人口が総人口の14.0％であったのに対し、平成21年（2009

年）では19.1％と、この5年間で約5ポイント増加し、1.34倍になっています。 

この間、0歳から14歳までの年尐人口にほとんど変化がない一方、15歳から64歳ま

での生産年齢人口は、総人口の71.6％から66.5％へと約5ポイントの減尐となってい

ます。 

摂津市総人口と年齢３区分の人口の推移 

12,16112,19112,27912,32912,34312,316

55,79856,73657,84958,96660,22261,212

16,00615,16614,36013,48912,67211,967

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

平成16 17 18 19 20 21

老年人口
 （65歳以上）

生産年齢人口
 （15歳以上64歳未満）

年少人口
（15歳未満）

（人）

<14 .0%> <14 .9%> <15 .9%> <17 .0%> <18 .0%> <19 .1%>

<71 .6%> <70 .7%> <69 .5%> <68 .5%> <67 .5%> <66 .5%>

<14 .4%> <14 .5%> <14 .5%> <14 .5%> <14 .5%> <14 .5%>

※　<　>内は、構成比。

85,495 85,237 84,784 84,487 84,093 83,965

（年）

 

資料：摂津市住民基本台帳および外国人登録  

 

年齢３区分の人口の推移 
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 （15歳以上64歳未満）

老年人口
 （65歳以上）
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資料：摂津市住民基本台帳および外国人登録 
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このように人口減尐、尐子・高齢化が進行する中、目標年次である平成32年度（2020

年度）の摂津市の将来人口は、80,000人と見込みます。 

 

将来人口のグラフ 

75,000

80,000

85,000

90,000

平成20年度
（2008年）

平成27年度
（2015年）

平成32年度
（2020年）

８万人

８万４千人

７万５千人

８万人

８万５千人

９万人

 

 

  

将来人口表 

 

   

 年 区

分 

平成20年 

(2008年) 

平成27年 

(2015年) 

平成32年 

(2020年) 

男 42,488人 42,033人 40,850人 

女 41,605人 40,467人 39,150人 

０～14歳 14.5％ 13.5％ 12.5％ 

15～64歳 67.5％ 62.9％ 62.5％ 

65歳以上 18.0％ 23.6％ 25.0％ 

合 計 84,093人 82,500人 80,000人 

 

 

(2)  昼夜間人口 

摂津市は昼間人口が多く、平成17年（2005年）の国勢調査では、夜間人口（常住人

口）が84,827人であるのに対し、昼間人口は96,353人と、昼間の方が1万人以上多

くなっています。 

昼夜間人口比率は113.6で、大阪府内の自治体では、大阪市、田尻町に次いで3番目

の高さです。これは、市内に立地する企業が多く、摂津市外から摂津市内へ通勤する人

が多いためで、摂津市が勤務先の事業所が多い産業の活発なまちであることを示してい

ます。 
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(3)  都市構造 

摂津市の都市構造は、土地利用用途で見ると準工業地域と工業地域が広く、産業都市

としての特徴が顕著で、特に安威川の南側に広くなっています。また、安威川の北側に

は、ＪＲと阪急沿線に比較的まとまった住居の地域があります。 

 

 

資料：摂津市 
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摂津市域には、ＪＲ東海道本線千里丘駅、阪急京都線摂津市駅・正雀駅、大阪モノレ

ール摂津駅・南摂津駅といった5つの駅があります。これらの駅を中心に、阪急バス、

近鉄バス、京阪バスの３つの会社のバス網が、ほぼ全市域に渡って張り巡らされていま

す。また、市は鳥飼方面の主な公共施設と市役所とをつなぐ巡回バス・セッピィ号を運

行しています。 

 

摂津市内の鉄道とバスルート 

 

 

資料：阪急バス、近鉄バス、京阪バス各社の路線図、公共施設巡回バスパンフレット 
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摂津市域には、大阪中央環状線、大阪高槻京都線、大阪高槻線などの道路が縦横に走

っています。また、平成21年（2009年）にＪＲ千里丘ガードが拡幅され、交通渋滞が

緩和されました。 

 

摂津市内の主要道路網 

 

 

資料：摂津市資料 
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摂津市域には、淀川、安威川などの河川が多数流れていることに加え、番田水路、味

生水路などの水路も多数走っており、摂津市の特徴となっています。 

 

摂津市内の河川と水路 

 

 

資料：摂津市資料  
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(4)  産業構造 

摂津市の事業所数は平成18年10月1日現在、4,008事業所、従業者数は49,715人

であり、大阪府内43市町村のうち、それぞれ18位、16位となっています。 

摂津市の産業構造を見ると、第3次産業の構成比が最も大きく、事業所数ベースで7

割、従業者数ベースで6割を占めています。第3次産業の従業者数構成比では、卸売・

小売業と並んで運輸業が3割近くを占めているのが特徴です。 

 

事業所数の構成比 

全産業                    第３次産業 

第１次産業
0.0%

第２次産業
29.9%

第３次産業
70.1%

 

公務（他に分類
されないもの）

0.6%

卸売・小売業
34.0%

医療,福祉
6.4%

サービス業(他
に分類されない

もの）
21.6%

複合サービス事
業

0.5%

教育,学習支援
業

4.0%

飲食店,宿泊業
15.6%

金融・保険業
1.1%不動産業

6.2%

電気・ガス・熱
供給・水道業

0.1%

運輸業
9.6%

情報通信業
0.3%

 
 

従業者数の構成比 

全産業                    第３次産業 

第１次産業
0.0%

第２次産業
37.8%

第３次産業
62.2%

 

公務（他に分類
されないもの）

2.5%

卸売・小売業
29.0%

医療,福祉
9.5%

サービス業(他
に分類されない

もの）
14.3%

複合サービス事
業

0.8%

教育,学習支援
業

6.3%

飲食店,宿泊業
6.1%

金融・保険業
1.2%

不動産業
1.6%

電気・ガス・熱
供給・水道業

0.3%

運輸業
27.9%

情報通信業
0.5%

 
 

資料：総務省「平成18年 事業所・企業統計調査」
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(5)  財政の状況 

摂津市の財政状況は、3次にわたる行財政改革、財政健全化計画の推進による歳

入歳出改革などで、平成18年度（2006年度）から経常収支比率が100％を切り

ました。また、平成20年度（2008年度）から導入された地方公共団体財政健全

化法による健全化判断比率についても早期健全化基準を下回り、財政の健全な団体

に属しています。しかし、平成10年度（1998年度）からの10年間に歳入・歳出

の構造は大きく変化し、内的・外的要因のわずかな変化により再び危機的状況に陥

ることも考えられます。

歳入の根幹となる市税収入は、世

界同時多発テロによる丌況により一

時減収となったものの、10年前とほ

ぼ同額を確保しています。しかし、

現在の税収構造は、基幹税目と言わ

れる個人市民税や固定資産税が減尐

し、法人市民税など丌安定税収に支

えられたものとなっており、平成21

年度（2009年度）には、世界的な

景気悪化により法人市民税が大きく

落ち込み、数年間は回復を望めない

ものと見込まれます。 

歳出は、10年前とほぼ同規模とな

っていますが、人件費、普通建設事

業費などを抑制、削減する一方で、

扶助費が2倍近く増加しています。高

齢化率の低い摂津市にとって急速な

高齢化は避けられず、社会保障関係

費の増加傾向は、今後も続くと推測

されます。 

さらに、税制改正などの動向によ

っては、財政力指数の高い摂津市に

は丌利に働くものと懸念されること

から、今後、取り組むべき財政上の

課題は山積していると言えます。 

 

 

 

                 

                 

                  

 
 

 

 

 

《性質別歳出の推移（伸び率）％》 

 

《市税の推移（伸び率）％》 

 

 

※1998 年度を 100 とした場合 

資料：摂津市財政課 
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３  まちづくりの課題 

(1)  協働のまちづくりの実践を積み重ねていくこと 

日本社会の成熟化による市民ニーズの多様化に伴い、行政サービスも多様化してき

ました。しかし、社会問題が複雑化していく中で、実情に応じたきめ細かな対応が困

難になってきています。さらに、景気の低迷や高齢化などによる税収低下によって財

政状況も厳しくなっています。 

そこで、摂津市に関わる市民・事業者などの多様な主体と行政が、連携して地域課

題や社会問題の解決に向けて力を合わせる「協働」が重要となってきました。 

しかし、摂津市における協働の取組みは、まだ始まったところです。今後は、あら

ゆる地域資源を発掘・活用しながら、市民と行政との間で様々な試みを積極的に行い、

実践を通じた試行錯誤を積み重ねながら、「摂津市らしい」協働のあり方を見出し、

共有していくとともに、協働を進めていくために必要となる仕組みや制度を充実して

いくことが必要です。 

 

(2)  様々な危機に対応し、安心して生活や活動ができること 

複雑・多様化する自然災害の危険性の高まり、高齢者や子どもをねらった犯罪の増

加、感染症の脅威など、日常生活における様々な危機が増えてきています。今後も増

加すると考えられる危機に対して、迅速かつ的確な対策がとれるよう体制を整備し、

市民が安心して生活や活動ができるようにしていくことが必要です。 

 

(3)  地域から、地球環境を良くすること 

CO2排出量を実質ゼロにした全国初の「カーボン・ニュートラル・ステーション」

である阪急摂津市駅の開業を機として、南千里丘地区の開発では、公民ともに環境に

配慮した取組みが大きく進みました。今後は、このような地球温暖化を防止する取組

みを広め、市全域で環境負荷を低減することが必要です。 

また、山を持たない摂津市においては、縦横に流れる河川や水路が貴重な地域の資

源です。この自然環境は、次の世代の人たちも親しみ続けることができるよう保全す

るとともに、市の魅力として活かしていくことが必要です。 

 

(4)  あらゆる立場の人が、安心して暮らせるように地域で支え合うこと 

尐子高齢化の進行や地域社会における人のつながりの希薄化は、行政課題を複雑・

多様化し、とりわけ福祉分野においては、よりきめこまかなサービスが求められてき

ています。行政は、市民生活のセーフティネットとしての機能を高め、地域において

は、人々のつながりを強め、自主的に支え合うコミュニティを形成することが必要で

す。 
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(5)  みんなで子どもを育み、誰もが生涯を通じて学び、成長できること 

家庭や地域社会での教育力が低下し、学校では学力面のみではなく、児童・生徒の

生活面、安全面など様々な課題への対応が一層求められています。今後は、学校、家

庭、地域の役割分担と連携により、みんなで子どもたちを育んでいくことが必要です。

また、ライフスタイルや価値観の多様化により、子育ての環境も様々であり、的確な

支援を行うことが必要です。さらに、市民が生涯を通して学習やスポーツに取り組み、

各自の知識や技能を活かし、豊かな人生を送ることができる環境をつくっていくこと

も必要です。 

 

(6)  産業都市の特徴をまちづくりに生かすこと 

摂津市は市外から働きに来る人が多い、昼間人口の多いまちです。このような産業

都市の性栺を有する摂津市の特徴を活かし、市内企業が継続して活動できるよう環境

や仕組みを整備していくことが必要です。また、事業者も活力のあるまちづくりを進

める摂津市の一員として、事業者間はもとより、市民、市との連携や交流を進め、経

営力の向上と社会貢献の促進を図ることが必要です。 

 

(7)  質の高い行政経営を実現すること 

摂津市では、総合計画をはじめ各種分野別の計画に基づき行政経営を行うとともに、

行財政改革や財政健全化を積極的に推進してきました。しかし、景気の低迷や高齢化

の進行により、税収が低下する一方で社会保障費の増加が続くことなどから、財政状

況はさらに厳しさを増すものと予想されます。このような状況の中でも、地方自治・

地方分権時代にふさわしい、地域特性を活かした自律性の高いまちづくりを進めてい

くことが求められています。今後は、市民との協働により、公共サービスの質を高め

ていくことが必要です。また、そのために、市組織の活性化や市職員に求められる能

力の向上、情報化の推進にいっそう取り組むことが必要です。 
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基本構想 

 

第１章 まちづくりの理念 

めざすまちの将来像を実現するときに大切にしていかなければならないものが、「ま

ちづくりの理念」です。社会環境がどのように変わっても、まちづくりの理念は変わら

ず、常に大切にしていきます。 

１  摂津市民憲章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わわたたししたたちち、、淀淀川川ののゆゆたたかかなな流流れれののほほととりりにに住住むむ摂摂津津市市民民はは、、ここれれままででににききずず

かかれれててききたた伝伝統統とと文文化化をを生生かかしし、、力力をを合合わわせせてて、、ししああわわせせののああふふれれるるままちちををつつくく

るるたためめにに、、ここのの市市民民憲憲章章ををささだだめめまますす。。  

  11..みみんんななででつつくくろろうう  ゆゆたたかかでで平平和和なな  すすみみよよいいままちちをを  

  22..みみんんななででききずずここうう  ききままりりををままももるる  ああかかるるいいままちちをを  

  33..みみんんななででそそだだててよようう  花花ととみみどどりりのの  ききれれいいななままちちをを  

  44..みみんんななででめめざざそそうう  老老人人とと子子どどももををいいたたわわるる  ええががおおののままちちをを  

  55..みみんんななででののばばそそうう  かかおおりりのの高高いい  文文化化ののままちちをを  

    昭昭和和 4466 年年 1111 月月 11 日日制制定定  
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２  都市宣言 

(1)  憲法を守り人間を尊重する平和都市宣言 

 

 

(2)  障害者福祉都市(ふれあい都市)宣言 

 

 

 

 

私私たたちちはは、、憲憲法法でで戦戦争争をを放放棄棄しし、、世世界界のの恒恒久久平平和和のの実実現現にに貢貢献献すするるここととをを誓誓っっ

てていいまますす。。  

ししかかししななががらら、、世世界界各各地地でではは武武力力紛紛争争がが絶絶ええずず、、ととりりわわけけ核核兵兵器器はは、、人人類類ののみみ

ななららずず生生命命のの宿宿るるすすべべててのの生生存存をを脅脅かかしし地地球球環環境境をを破破壊壊すするるももののでであありり、、核核兵兵器器

のの廃廃絶絶がが強強くく求求めめらられれてていいまますす。。  

国国際際社社会会のの新新たたなな秩秩序序とと安安定定がが求求めめらられれてていいるる今今日日、、国国籍籍やや民民族族、、宗宗教教のの違違いい

をを認認めめ合合いい、、平平和和ののううちちにに生生存存すするる権権利利並並びびにに人人間間ととししててのの尊尊厳厳おおよよびび幸幸福福追追求求

のの権権利利がが尊尊重重さされれるるここととがが全全人人類類のの切切実実なな願願いいににななっってていいまますす。。  

ここここにに、、摂摂津津市市はは国国内内外外のの平平和和をを愛愛すするる人人たたちちととととももにに非非核核・・平平和和をを訴訴ええ、、ここ

のの地地球球かからら核核兵兵器器ををななくくしし、、人人間間ととししててととももにに生生ききるる喜喜びびががああふふれれるる社社会会のの実実現現

にに積積極極的的にに取取りり組組むむここととをを決決意意しし、、憲憲法法をを守守りり人人間間をを尊尊重重すするる平平和和都都市市ににななるるここ

ととをを宣宣言言ししまますす。。  

昭昭和和 5588 年年 33 月月 3300 日日  ((平平成成 1111 年年 44 月月 11 日日改改正正))  

私私たたちちはは、、憲憲法法がが保保障障すするる基基本本的的人人権権をを享享有有すするるととととももにに““自自由由””とと““平平等等””

をを約約束束さされれてていいまますす。。  

ししかかししななががらら、、障障害害者者がが地地域域社社会会ににおおいいてて日日常常生生活活をを営営むむににはは、、現現代代社社会会はは決決

ししてて快快適適ででああるるととはは言言いい難難くく、、むむししろろ苦苦痛痛ににささええ感感じじらられれるるももののががあありりまますす。。  

ここれれはは社社会会のの構構造造がが、、健健常常者者をを基基本本ととししたた仕仕組組みみににななっってていいるるたためめ、、本本来来健健常常

者者とと平平等等ででななけけれればばななららなないい社社会会活活動動にに、、大大変変なな丌丌合合理理をを押押ししつつけけるる結結果果ととななっっ

てておおりりまますす。。私私たたちちははここここでで、、国国連連総総会会ににおおいいてて決決議議さされれたた““障障害害者者のの権権利利宣宣言言””

をを想想起起しし、、ここここにに掲掲げげらられれたた諸諸権権利利をを十十二二分分にに認認識識しし、、尊尊重重ししななけけれればばななりりまませせ

んん。。  

ここここにに摂摂津津市市はは、、障障害害者者がが人人間間ととししててのの尊尊厳厳をを重重んんじじらられれ、、誰誰かかららもも差差別別さされれ

なないい、、ままたた、、健健常常者者とと区区別別さされれるるここととななくく社社会会のの一一員員ととししてて、、地地域域やや職職域域ななどどああ

ららゆゆるる社社会会のの中中でで生生ききががいいののああるる生生活活をを送送るるここととががででききるる社社会会をを築築くくここととをを決決

意意しし、、障障害害者者福福祉祉都都市市((ふふれれああいい都都市市))をを宣宣言言ししまますす。。  

昭昭和和 5599 年年 44 月月 11 日日  
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(3)  健康都市宣言 

 

 

(4)  環境創造都市宣言 

 

 

(5)  暴力追放都市宣言 

 

健健康康ででああるるここととはは人人間間のの最最大大ののししああわわせせでであありり、、生生活活のの泉泉でであありりまますす。。  

健健康康でで明明るるいい笑笑顔顔ののああふふれれるるままちちづづくくりりはは今今日日、、すすべべててのの市市民民のの等等ししいい願願いいでで

あありりままししょょうう。。ここここにに本本市市はは、、2211 世世紀紀をを通通ししてて市市民民一一人人ひひととりりがが地地域域社社会会にに健健康康

づづくくりりのの輪輪ををひひろろげげてていいくくここととをを基基本本理理念念ととししてて、、活活力力ああるる健健康康なな都都市市のの実実現現をを

めめざざすすここととをを宣宣言言ししまますす。。  

昭昭和和 6611 年年 44 月月 11 日日((平平成成 1122 年年 77 月月 11 日日改改正正))  

ささわわややかかなな大大気気、、清清ららかかなな水水、、豊豊かかなな大大地地のの緑緑ななどど、、自自然然はは人人間間とと動動植植物物のの生生

存存にに欠欠くくここととののででききなないい重重要要なな基基盤盤でですす。。  

私私たたちちににととっっててはは、、ここのの自自然然ががももたたららすす恵恵みみとと資資源源をを守守りり育育てて、、次次のの世世代代へへ引引

きき継継ぐぐここととがが重重要要なな責責務務でであありりまますす。。  

私私たたちちはは、、地地域域のの一一市市民民ととししてて自自然然環環境境のの保保全全、、資資源源のの保保護護、、リリササイイククルル社社会会

のの形形成成にに努努めめ、、文文化化とと水水とと緑緑豊豊かかでで快快適適なな地地球球環環境境をを創創造造すするるままちちづづくくりり、、地地域域

づづくくりりををめめざざすすここととをを、、ここここにに宣宣言言ししまますす。。  

平平成成 66 年年 44 月月 11 日日  

 

暴暴力力ののなないい明明るるいい安安全全なな都都市市はは、、市市民民共共通通のの願願いいでですす。。  

暴暴力力団団はは、、明明るるいい平平和和なな市市民民生生活活をを脅脅かかしし、、社社会会秩秩序序をを破破壊壊すするるももののでであありり、、

近近年年巨巨大大化化ししたた組組織織のの威威力力をを背背景景ととししてて、、市市民民生生活活やや企企業業活活動動にに介介入入すするる「「民民事事

介介入入暴暴力力」」をを行行使使ししてて資資金金源源のの獲獲徔徔をを図図るるななどど、、社社会会にに多多大大なな脅脅威威をを不不ええてていいまま

すす。。  

ここのの種種のの暴暴力力行行為為をを見見适适すすここととはは、、社社会会秩秩序序をを揺揺るるががしし、、言言論論のの自自由由、、経経済済活活

動動等等をを妨妨げげ、、ひひいいててはは憲憲法法でで保保障障さされれたた個個人人のの生生命命、、自自由由及及びび幸幸福福追追求求のの権権利利がが

無無視視さされれるるここととににななりりまますす。。  

摂摂津津市市はは、、ここののよよううなな現現状状をを深深くく認認識識しし、、今今ここそそ市市民民とと関関係係機機関関・・団団体体ととのの連連

携携をを強強化化ししてて暴暴力力追追放放のの体体制制をを確確立立しし、、暴暴力力団団にによよるる暴暴力力ははももととよよりり、、ああららゆゆるる

暴暴力力をを追追放放すするるたためめ、、市市民民のの総総力力ををああげげてて粘粘りり強強いい運運動動をを展展開開すするるここととにによよりり、、

「「暴暴力力をを許許ささなないい明明るるくく安安心心ししてて暮暮ららせせるる都都市市」」のの実実現現ををめめざざしし、、ここここにに「「暴暴力力

追追放放都都市市」」ととななるるここととをを宣宣言言ししまますす。。  

平平成成 66 年年 44 月月 11 日日  
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(6)  子どもの安全安心都市宣言 

 

３  ５つの心をもった人づくり（人間基礎教育） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未未来来をを担担うう子子どどももたたちちはは社社会会のの宝宝  

        心心つつなないいでで創創ろろうう『『安安全全・・安安心心ののままちち  せせっっつつ』』  

  

子子どどももたたちちのの笑笑顔顔にによよっってて、、ままちち全全体体がが笑笑顔顔ににつつつつままれれまますす。。  

子子どどももたたちちのの元元気気ななああいいささつつがが、、ままちち全全体体のの活活気気をを生生みみ出出ししまますす。。  

希希望望にに満満ちちたた子子どどももたたちちのの健健ややかかなな成成長長はは、、市市民民みみんんななのの願願いいでですす。。  

  

子子どどももたたちちがが安安全全でで安安心心ししてて暮暮ららせせるるままちちづづくくりりをを推推進進すするるたためめ、、  

「「地地域域のの安安全全ををみみんんなながが心心つつなないいでで守守るる」」  

「「地地域域のの子子どどももたたちちををみみんんななでで力力ああわわせせてて守守るる」」をを理理念念ととしし、、  

ここここにに「「子子どどもものの安安全全・・安安心心をを守守るる都都市市」」をを宣宣言言ししまますす。。  

平平成成 1188 年年 44 月月 11 日日  

 

めめざざすすままちちのの将将来来像像をを実実現現すするるとときき、、施施策策やや事事業業をを実実施施ししてていいくくだだけけでではは、、

十十分分ででははあありりまませせんん。。そそのの基基礎礎ににはは、、「「社社会会ののルルーールルをを守守れれるる人人」」ががいいるるこことと

がが前前提提でですす。。ここののここととをを、、ままちちづづくくりりをを実実現現すするるたためめののテテーーママとと明明確確にに位位置置づづ

けけ、、今今後後、、社社会会情情勢勢がが変変わわっっててもも、、変変わわららなないい基基本本的的ななももののととししまますす。。具具体体的的

ににはは、、「「思思いいややりり」」「「奉奉仕仕」」「「感感謝謝」」「「ああいいささつつ」」「「節節約約」」のの５５つつのの心心ををももっっ

たた人人づづくくりりををままちちづづくくりりののテテーーママととししまますす。。当当たたりり前前のの言言葉葉でですすがが、、次次代代をを担担

うう子子どどももたたちちにに「「人人ととししてて守守ららななけけれればばななららなないい当当たたりり前前ののこことと」」ををききちちんんとと

教教ええ、、大大人人たたちち自自ららももそそのの範範をを示示ししてていいくくここととがが最最もも大大事事ででああるるとと考考ええまますす。。

ここのの５５つつのの心心ををももっったた人人づづくくりりをを市市、、地地域域、、学学校校、、家家庭庭、、職職場場でで実実践践ししてていいきき

まますす。。  
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第２章 めざす将来像 

 

 

みみんんなながが育育むむ  つつななががりりののままちち  摂摂津津  
 

 

自分たちの夢を自分たちで実現するまちにしていきます。 

このまちに関わるみんなが、思いを語り、行動し、力を合わせることで、摂津市を「住

み続けたいと思える、元気で“ほっと”する温かいまち」に育てていきます。 

 

１  基本姿勢 

 

めざす将来像を実現するために、次の４つの基本姿勢で取り組みます。 

 

(1)  「住み続けたい」まちをつくります 

市民が「住み続けたい」、立地している企業が「移転したくない」と思うまちをめ

ざすとともに、他の市町村の住民や企業から「住みたい」「立地したい」と思われる

まちをつくります。 

 

(2)  「安心」を実感できるまちをつくります 

めざす将来像を実現するための基盤として最も大事と考えるのは「安心」です。都

市基盤としてハード面の整備をするだけではなく、ソフト面の施策も充実することに

よって、「安心」を実感できるまちをつくります。 

 

(3)  「まち育て」という新しい発想で取り組みます 

従来のまちづくりの概念を超えて、市民、事業者、市など、摂津市に関わるすべての

主体が連携・協力し、歴史や文化、地域の資源を大切にして、自然や環境との調和を図

りながら、まちとともに育ち合う「まち育て」という新しい発想により、取組みを進め

ます。 

 

(4)  「摂津市らしさ・強み」を活かします 

「摂津市らしさ」や「摂津市の強み」を意識し、施策や事業を展開する中で活かして

いきます。これによって摂津市への愛着や親しみを醸成します。 
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摂津市らしさ・摂津市の強み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摂津市は昼間人口が夜間人口を上回る、事業所数が非常に多い産業のまち

です。市民との交流の機会を設けるなど、事業所や企業も含めた地域コミュニ

ティを形成していきます。 

 

近隣他市に比べて自治会の加入率が比較的高く、地域住民同士の関わりが

強いまちです。近所同士が気軽に声を掛け合い、あいさつを交わすといった

明るい活気のある雰囲気づくりにより地域力の向上をめざします。 

また、自治会や校区などで自主的な取組みが行われているまちです。市民

が元気に活動できるよう支援し、さらに、地区や団体の枠を超えた「市民のネ

ットワーク」を広げていきます。 

 

市域は平坦な地形であり、自転車があれば、市内のどこへでも行けるまち

です。徒歩や自転車での移動を積極的に促進していきます。それは、健康増

進やＣＯ2削減にもつながることから、新しい“摂津市らしさ”として取り組

んでいきます。 

また、市民がふらっと遊びたくなったり寄り道したくなるような摂津市の

魅力や面白いスポットをＰＲしたり発掘していきます。 

 

摂津市は、きめ細かい行政サービスを可能とする規模のまちです。その強

みを活かし、きめ細かな施策を素早いフットワークで取り組んでいきます。 

また、市民が行政を身近に感じられるまちです。市、市民、事業者が情報

を共有し、できること、しなくてはならないことをうまく役割分担して事業

などを進めていきます。 

コンパクトなまち 

住民同士のつながりがあるまち 

フラットなまち 

産業の活力があるまち 
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２  まちづくりの目標 

 

めざす将来像を実現するために、７つの目標を設定します。 

 

(1)  市民が元気に活動するまち 

めざす将来像に向かって、協働と市民参画を進め、市民一人ひとりがあらゆる場面

で活躍できるまち、様々な人と出会い、活動できる元気なまちにします。また、相互

に助け合い、自ら活動する地域コミュニティを実現するまちにします。 

 

(2)  みんなが安全で快適に暮らせるまち 

良好な都市環境の実現に向け、都市基盤の整備や維持管理を行い、安全で安心して

暮らせるまちにします。また、消防・救急救命活動や防災活動の強化や、犯罪、事敀

の防止に取り組み、生命や財産を守ることができる安心で快適に暮らせるまちにしま

す。 

 

(3)  みどりうるおう環境を大切にするまち 

市民の環境に対する意識が高まり、地球温暖化の防止や循環型社会の形成に取り組

んでいるまちにします。また、市域を縦横に走る河川や水路を貴重な地域の資源とし

て保全・活用し、公園や緑地を安全で魅力ある空間にするなど、身近で良質な自然環

境に親しむことができるまちにします。 

 

(4)  暮らしにやさしく笑顔があふれるまち 

市民生活、行政活動の根幹となる平和と人権を大切にし、男女共同参画を実現する

まちにします。 

あらゆる立場の人たちが、安心して暮らし、充実した毎日を過ごすことができるよ

う、地域で支え合う福祉の充実したまちにします。また、みんなが健康づくりを行い、

いつまでも健康で暮らしているまちにします。 

さらに、消費者被害の発生・拡大を防ぎ、安全性と質の高い消費生活を送ることが

できるまちにします。 

 

(5)  誰もが学び、成長できるまち 

関係機関、家庭、地域が力を合わせて、子どもたちを育むまちにします。また、誰

もが摂津市の歴史や文化を大切にし、生涯を通じて学習や文化活動、スポーツ活動に

取り組み、その知識や技能を活かして充実した毎日を過ごしているまちにします。 
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(6)  活力ある産業のまち 

昼間人口が多い産業都市の特徴を活かし、まちの活力源である産業がさらに発展す

るよう、将来にわたり、事業者、商業者が摂津市で活動し続け、新しい取組みや社会

貢献活動にチャレンジするまちにます。また、農業に親しめるまちにします。さらに、

就労を支援し、市内で働く人たちが良好な環境で働くことができるまちにします。 

 

(7)  計画を実現する行政経営 

市民と行政との協働を進めることにより、地方自治・地方分権を実現する、市民の

視点に立った質の高い行政経営を行うとともに、最尐の経費で市民の満足度を高める

よう行財政改革に取り組みます。そのために、市組織の活性化や市職員の育成、情報

化をさらに進めます。 

 

 

市
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 30 

第３章 まちづくりの目標を実現する政策 

第１節 市民が元気に活動するまち 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【政政政策策策ののの目目目標標標】】】   

１１１   市市市民民民ががが活活活躍躍躍すすするるるまままちちちにににしししままますすす   

市民と行政が協働社会を目指し、それぞれの役割を明確にして協働による多様な事業

を展開するとともに、政策形成過程への市民の参画を促進します。 

市民の主体的な活動を促進するため、機会づくりから様々な団体等との連携まで、あ

らゆる段階において支援を行うとともに、地域コミュニティ活動がさらに活性化するよ

う、環境づくりや支援を行います。 

市民と行政が双方向で情報を共有できるよう、市民ニーズの把握や公聴機能、広報活

動の充実を図るとともに、職員の意識改革や行政情報の積極的な提供を推進します。 
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第２節 みんなが安全で快適に暮らせるまち 
 

 

 

 

 

【【【政政政策策策ののの目目目標標標】】】   

１１１   都都都市市市基基基盤盤盤ををを整整整備備備ししし、、、安安安全全全ででで安安安心心心しししててて暮暮暮らららせせせるるるまままちちちにににしししままますすす   

地域と調和のとれた良好な土地利用を進めるとともに、大規模空地の新たなまちづ

くりや駅前の整備、鉄道による地域分断の解消、公共交通の利便性の向上に取り組み

ます。 

道路、上水道、公共下水道などの都市基盤は、安全性と快適性を向上するため、計

画的な整備と適切な維持・管理を行います。 

 

２２２   生生生命命命・・・財財財産産産ををを守守守りりり、、、安安安心心心しししててて快快快適適適ににに暮暮暮らららせせせるるるまままちちちにににしししままますすす   

 市営住宅・民間住宅の耐震化やバリアフリー化を進め、安心して居住できる住環境

を整備するとともに、良好な都市景観の形成を図ります。 

交通事敀や犯罪を減尐させるため、それらを発生を防ぐ啓発活動の充実、環境の整

備を図るとともに、市民の自主的な活動を支援します。 

様々な災害等による被害を最小限にとどめるよう、市民、他市町、関係機関等との

連携・協力を推進し、危機管理体制と対応能力の強化、消防・救急救助体制の充実を

図ります。 
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第３節 みどりうるおう環境を大切にするまち 
 

 

 

 

 

【【【政政政策策策ののの目目目標標標】】】   

１１１   地地地球球球にににやややさささしししくくく美美美しししいいい住住住みみみよよよいいいまままちちちにににしししままますすす   

環境への負荷を低減するため、啓発活動を充実するとともに、地球温暖化対策、省

エネルギー対策、新エネルギーの導入などの取組みを促進します。 

循環型社会を形成するため、３Ｒ（リデュース：減らす、リユース：再使用、リサ

イクル：再資源化）をさらに推進します。 

  

２２２   自自自然然然豊豊豊かかかななな憩憩憩いいい、、、安安安らららぐぐぐまままちちちにににしししままますすす   

摂津市の特色である河川や水路を魅力的な空間として保全し、積極的に活用すると

ともに、市内の緑化を推進します。 

誰もが安心して楽しく利用できるよう、公園・緑地を多機能で魅力ある空間として

整備・充実を図ります。 
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第４節 暮らしにやさしく笑顔があふれるまち 
 

 

 

 

 

 

 

【【【政政政策策策ののの目目目標標標】】】   

１１１   平平平和和和ととと人人人権権権ををを大大大切切切にににすすするるるまままちちちにににしししままますすす   

核のない平和な世界を実現するよう、また、あらゆる偏見や差別を解消し、市民一

人ひとりがかけがえのない存在として尊重されるよう、啓発活動や教育活動、職員研

修の充実を図るとともに、市民・事業者の企画・運営による啓発活動や、自主的な学

習活動の支援を行います。 

 

２２２   男男男女女女共共共同同同参参参画画画社社社会会会ををを実実実現現現すすするるるまままちちちにににしししままますすす   

男女の差別なく元気に活躍できる男女共同参画社会を実現するため、啓発活動等に

より、ジェンダー（社会的な性別）や固定的な性別役割分担意識の解消に取り組むと

ともに、審議会等への女性の参画の促進、市民活動の支援や協働による事業の推進、

女性に対するあらゆる暴力の防止を図ります。 

 

３３３   誰誰誰もももががが安安安心心心しししててていいいきききいいいきききととと暮暮暮らららすすすここことととがががででできききるるるまままちちちにににしししままますすす   

高齢者、障害のある方、子育て世帯、生活困窮世帯など、あらゆる立場の人たちが

住み慣れた家庭や地域の中で安心して暮らすことができるよう、相談や情報提供の充

実、適切なサービス提供を図るとともに、関係機関との連携を強化し、地域住民によ

る自主的な福祉活動の環境整備や支援を行い、セーフティネット機能の充実を図りま

す。 

 すべての市民がいつまでも元気に生活できるよう、保健事業の充実・拡大を図ると

ともに、関係機関と連携し、医療・保健体制、健康危機管理体制の強化を図ります。 

 消費者被害を防ぐため、啓発活動を充実し、消費者の自立支援を行うとともに、被

害者の救済を図ります。 
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第５節 誰もが学び、成長できるまち 
 

 

 

【【【政政政策策策ののの目目目標標標】】】   

１１１   生生生涯涯涯学学学習習習ををを通通通じじじててて心心心豊豊豊かかかなななうううるるるおおおいいいととと安安安らららぎぎぎををを感感感じじじるるるまままちちちににに

しししままますすす   

   
誰もが生涯にわたって学ぶことができるよう、学習機会の拡充や情報提供の充実、

学習環境の整備を図るとともに、学んだ知識や技能を発揮できるよう、人材育成や活

動機会の拡充を図ります。 

 

２２２   自自自ららら学学学びびび、、、自自自ららら考考考えええるるるここことととのののででできききるるる子子子どどどもももををを育育育むむむまままちちちにににしししままますすす   

保育所・幼稚園・小学校、中学校が一貫性を持って、就学前から発達段階に応じた

きめ細かな教育を行います。 

障害児一人ひとりに応じた支援教育を行います。 

家庭・地域と連携して、子どもを育み、子育て支援を行います。 

学校・幼稚園の計画的な整備や、衛生管理、安全対策の強化を図ります。 

 

３３３   文文文化化化・・・スススポポポーーーツツツををを通通通じじじててて市市市民民民ががが元元元気気気なななまままちちちにににしししままますすす   

文化を振興し、国内・外の交流を推進するため、その機会を充実するとともに、市

民による文化・交流活動の支援や環境の整備を図ります。 

スポーツを振興するため、その機会を充実するとともに、市民による活動の支援や、

人材育成、環境の整備を図ります。 

歴史資源、文化財などを保存・継承し、市の魅力として発展させます。 
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第６節 活力ある産業のまち 
 

 

 

【【【政政政策策策ののの目目目標標標】】】   

１１１   産産産業業業ををを支支支えええ、、、活活活力力力のののあああるるるまままちちちにににしししままますすす   

商工業の発展のため、経営基盤の強化や活性化事業の支援を図るとともに、事業者

間の交流・連携の促進、人材育成や起業の支援などを行います。 

農業特産物の保存奨励、農地の保全を行うとともに、さまざまな人たちが農業に親

しめるよう、市民農園の拡大や農業体験学習などを行います。 

 

２２２   勤勤勤労労労者者者ををを守守守りりり、、、いいいきききいいいきききととと働働働くくくここことととがががででできききるるるまままちちちにににしししままますすす   

 就職困難な人たちに対する総合的な支援や、市内で働く人たちの労働環境の改善に

向けた啓発活動、情報提供、相談などを行います。 
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第７節 計画を実現する行政経営 
 

 

 

【【【政政政策策策ののの目目目標標標】】】   

１１１   市市市民民民ののの視視視点点点ににに立立立っっったたた質質質ののの高高高いいい行行行政政政経経経営営営ををを行行行いいいままますすす   

地方分権に対応した行政経営を行うため、全部署で市民との協働を推進・拡充する

とともに、行政組織内の連携を強化して総合計画、行財政改革を推進します。 

電子自治体を目指し、行政情報システムの一元化を図るとともに、情報セキュリテ

ィを高めて行政サービスのオンライン化を推進します。 

市職員の自己啓発を促進するとともに、研修制度を充実して、地方分権時代にふさ

わしい人材育成を行います。 

 健全な財政運営を行うため、予算編成の透明化を図り、新たな自主財源の確保や、

市のイメージ・ブランド力の向上に取り組みます。 
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第４章 計画の推進に向けて 

１  協働による計画の推進 

(1)  協働社会への転換 

市民、事業者の協力のもと行政主導で進めるまちづくりから、市民・事業者・行政な

ど摂津市に関わるすべての主体が自治の担い手として、それぞれの役割を果たし、“自

ら育ちながら、まちを育てる”協働社会への転換を実現します。 

 

(2)  摂津市がめざす協働の姿 

めざす将来像の実現に向けて、摂津市に関わるすべての主体が、自主性、自発性をも

って、互いの特性を認識・尊重しながら、共通の目標を達成するために対等な立場で連

携・協力します。そのために、それぞれの主体が担うことと、有効な協働方法をともに

考えます。 

さらに、新たな展開による地域コミュニティの形成、地域の分権を進めます。 

 

２  協働を実現するための役割 

(1)  市民の役割 

 ①市政に関心を持ち、市政に参画すること 

摂津市の一員として、摂津市の情報を積極的に収集するとともに、摂津市をどんな

まちにしたいのか、それを実現するためにはどうすればいいかを考え、市の政策形成

過程に参画します。 

 

②個人、家庭でできることを実践すること 

摂津市を良くするために、まず身近なところから自らできることを実践します。 

 

③さまざまな人たちと力を合わせて行動すること 

日ごろから地域の人たちと交流を深め、互いに助け合うようにします。 

地域の夢や課題を共有し、地域を良くする目標に向かって、地域の人たちと協力し

て、楽しみながら行動します。 

地域や団体などを超えて連携・協力し、摂津市全域が良い方向に変わるよう活動を

広げていきます。 

 

(2)  事業者の役割 

①摂津市の一員として、市の事業に参加・協力すること 

市の施策の目標を達成するために、市の事業などに参加・協力します。 
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②事業所に求められている役割・責任を果たすこと 

市民生活との調和を図りながら産業活動を行うとともに、社会貢献活動にも積極的

に取り組みます。 

事業所相互や、大学・高校との交流、連携・協力を図り、新たな事業に取り組みま

す。 

 

③市民やさまざまな団体などと協力して地域を良くすること 

事業所の周辺地域や関係団体・機関とつながりを持ち、地域活動に参加・協力し

ます。 

 

(3)  行政の役割 

①行政経営を持続可能なものとすること 

 行政が推進すべきことと、行政が支援することを明確にし、効果的に役割分担を

します。そのために、地域課題の解決や身近なサービスの提供を担う「新たな公共

空間」を形成します。 

 摂津市の人材、施設、自然など、あらゆる地域資源の発掘と活用に取り組みます。 

 

②摂津市に関わる情報を活かすこと 

摂津市を取り巻く環境や摂津市の実態・課題、市民ニーズなどの情報を収集・分析

し、わかりやすく市民等に提供するとともに、行政活動において効果的に活用します。

また、行政活動の成果と課題も、わかりやすく説明・公表します。 

 

③協働のコーディネートをすること 

めざす将来像の実現に向けて、摂津市に関わるすべての主体が目標を共有し、連携・

協力ができるようコーディネートします。 

摂津市をより良くしていくために、市民が自主的に取り組んでいる活動を、多様な

方法により支援します。 

 

④協働を進める市職員を育てること 

協働の意識やめざす姿を市職員に浸透・定着させるとともに、豊かな創造性やプロ

デュース能力、コミュニケーション能力によって、市民との協働を効果的に進められ

る職員や、市民の活動を的確に支援できる職員を育成します。また、協働を通じて学

んだ成果と課題を全部署で共有し、組織全体で活かします。 
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３  協働による計画の進行管理 

(1)  協働の進め方 

①あらゆる分野における協働の推進 

協働の取組みは、行政の全部署で進めます。あらゆる分野において、これまで以上

に積極的に進め、協働の実践を一歩ずつ積み重ねていきます。さらに協働の成果や課

題を市民と共有し、摂津市全体の取組みに広げていきます。 

 

②計画の評価 

計画における協働の進行状況について、行政の全部署が点検・評価を行い、市民に

わかりやすく公表するとともに、市民による評価のしくみを構築します。 

 

 


